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当番弁護士制度

当番弁護士制度

あなたや、あなたの身の回りの人に「もしも！」のことが
おきた時には、とても大切な制度です。ぜひこの当番弁
護士制度を覚えておいてください。

・・・
・・・・



被疑者国選
弁護制度が
ありますヨ！！

休日や夜間でも留守番電話で
対応し、当番弁護士へ連絡さ
れます。
また、この当番弁護士制度は、
全国の弁護士会で実施され
ていますので、各地域の
弁護士会から当番弁護士が
派遣されます。

警察の人に「当番弁護士を呼んで
ください」と言ってください。
検察庁や裁判所での取り調べや勾
留質問の場合も同じで、
検察官や裁判官に伝えてください。

当番弁護士制度

当番弁護士制度について

はい。
家族・友人・会社の同僚など、どなたでも依頼できます。
大阪弁護士会の当番弁護士受付
（電話06-6363-0080）へ、
直接電話して下さい。

連絡があった日の当番となっている弁護士が事務所で
　　　　　　　待機しており、連絡があり次第、直ちに
　　　　　　　     逮捕・勾留された人と面会するため
                                         駆けつける体制をとって      
                                                います。

1回目の面会は無料です。
面会した弁護士は、逮捕・勾留された人のおかれてい
る立場や権利、今後の見通し、刑事手続の
概要についてアドバイスします。

事件を依頼するときには弁護料が必要となりますが、
弁護士とよくご相談下さい。
弁護料を払えない時は国選弁護制度があります。


